
報道機関 各位                

さいたま市キャッシュレス決済による消費活性化キャンペーンの概要が決定しました

 新型コロナウイルス感染症に対する、さいたま市緊急対策第５弾のひとつとして実

施する「さいたま市キャッシュレス決済による消費活性化キャンペーン」の実施概要

が決定しました。

１ キャンペーン名称

  頑張ろう！さいたま市！最大 20％戻ってくるキャンペーン

２ 実施期間

  令和 2年 9月 17 日(木)～10 月 16 日(金) 

３ 実施主体

  さいたま市キャッシュレス決済による消費活性化キャンペーン実行委員会

  （事務局：（公社）さいたま観光国際協会）

４ キャッシュレス決済事業者

PayPay 株式会社

※その他キャンペーンの詳細は、別添、実行委員会の発表資料を参照ください。

記者発表資料
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問い合せ先：さいたま市キャッシュレス決済による

消費活性化キャンペーン実行委員会
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PRESS RELEASE 公益社団法人さいたま観光国際協会

 各報道機関 様 

さいたま市では、市内の対象店舗にてキャッシュレス決済サービス「PayPay」で買い物

すると、決済金額の最大 20%の PayPay ボーナスが戻ってくる『頑張ろう！さいたま市！最

大 20%戻ってくるキャンペーン』を 2020 年 9 月 17 日(木)から 10 月 16 日(金)まで実施し

ます。これにより市内消費を積極的に喚起して地域活性化を図るとともに、キャッシュレ

ス化の促進による「新しい生活様式」の普及を図ります。

【キャンペーン概要】

■実施主体

さいたま市キャッシュレス決済による消費活性化キャンペーン実行委員会 

（事務局：さいたま観光国際協会）

■キャンペーン名称

頑張ろう！さいたま市！最大 20%戻ってくるキャンペーン

■実施期間

2020 年 9 月 17 日(木)午前 0時から 10 月 16 日(金)午後 11 時 59 分まで

さいたま市キャッシュレス決済による消費活性化キャンペーン事業が始まります 

PayPay で買い物すると最大 20%戻ってくる！ 

記 者 発 表 資 料 

令和 2年 8 月 11 日（火） 

<本状に関する問合せ先>

観光事業課 誘客事業グループ 

伊野宮・拔井・大塚 

TEL：048-647-1021 FAX：048-647-0126 

E-MAIL：koho@stib.jp 

URL：https://www.stib.jp 

Twitter：@SaitamaTIB 
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■キャンペーン対象店舗

さいたま市内の PayPay 加盟店のうち、さいたま市と PayPay が指定した中規模・小規模加

盟店（大手チェーンは除く）（※中小企業基本法第 2 条に規定する事業者） 

※介護施設、鉄道、病院、医院、保険、保険代理店、行政サービス利用料、 

自治体納付金、NHK 受信料、水道料金、寄付、調剤薬局、金券、チケットなどの業種はキ

ャンペーン対象外

■キャンペーン内容

本キャンペーン開催期間中に、対象の店舗において PayPay で支払うと、決済金額の最大

20%の PayPay ボーナスを付与します

（PayPay 残高、Yahoo! JAPAN カードまたは PayPay あと払い（一括のみ）

※その他のクレジットカードは対象外）

■付与上限

・１回あたりの付与上限： 1,000 円相当

・期間内の付与合計上限：10,000 円相当

■付与予定日

支払日の翌日から起算して 30 日後

■キャンペーンページ

https://www.stib.jp/cashless_cp2020.shtml 

利用の仕方などの詳細をご確認いただけます（順次更新）

※さいたま市内の新規 PayPay 加盟店を募集します！ 

申込み：上記キャンペーンページから仮申込みフォームにて

申込み期限：2020 年 8 月 24 日(月)まで

問合せ：048-612-6086(新規加盟店相談窓口 8/31 までの平日 11 時 17 時まで)

■問合せ

さいたま市キャッシュレス決済による消費活性化キャンペーン実行委員会事務局 

公益社団法人さいたま観光国際協会

観光事業課 048-647-8339 






